募集要項【農業委員】
○職　　種　　　　農業委員（特別地方公務員）
○募集人員　　　　８名
○業務内容　　　【 農地法等によるその権限に属させた業務 】
　　　　　　　　  ・農地の権利移動及び転用に関する事務、各種証明等
　　　　　　　　【 農地等の利用の最適化の推進 】
　　　　　　　　　・担い手への農地利用の集積・集約化
　　　　　　　　　・遊休農地の解消
　　　　　　　　　・新規参入の促進
○募集要件　　　　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その
他の農業委員会の所拳に関する事項に関し、その職務を適切に行うことがで
きる者で、湯前町の常勤職員でない者とする。
　　　　　　　　　注）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せ
られ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで
の者は、推薦・応募の対象外となります。
○委員の構成要件　　・認定農業者に準ずる者　５名以上
　　　　　　　　　　・農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者　１名以上
○任　　期　　　　令和７年８月２０日から３年間（令和１１年７月１９日）
○報　　酬　　　　湯前町特別職の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例に基づく額
○募集方法【推薦】　（３名以上の個人推薦又は団体推薦）
　　　　　　　　　 ・推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢、性別。推薦をする者が団体等の場合は、名称、住所、目的、代表者名又は管理人名、構成人員・資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
　　　　　　　　　 ・推薦を受ける者の氏名・職業・年齢・性別・経歴及び農業経営の状況
　　　　　　　　 　・推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別
　　　　　　　　 　・推薦の理由
　　　　　　　　 　・推薦をする者が同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員
の両方に推薦しているか否かの別
　　　　　【応募】
　　　　　　　　　・応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
　　　　　　　　　・応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
　　　　　　　　　・応募の理由
　　　　　　　　　・農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
○募集期間　　　　令和８年２月２日（月）から令和８年２月２７日（金）午後５時まで
○任命方法　　　　推薦・応募された者について評価委員会で審議を経た後、町議会の同意
　　　　　　　　　を得て町長が任命する（令和８年７月２１日以降となります）


募集要項【農地利用最適化推進委員】
○職　　種　　　　農地利用最適化推進委員（特別地方公務員）
○募集人員　　　　７名（区域は別表１のとおり）
○業務内容　　　　①担当区域において、担い手への農地利用の集積・集約化
　　　　　　　　　②遊休農地の解消等の区域における現場活動
　　　　　　　　　・「地域計画」等地域農業者の話し合いの推進
　　　　　　　　　・農地の出し手、受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化
　　　　　　　　　　の推進
　　　　　　　　　・遊休農地の解消の推進
　　　　　　　　　・農地中間管理機構との連携
　　　　　　　　　・農地利用状況調査・農地パトロール等
　　　　　　　　　③必要に応じて、毎月実施する農業委員会総会での意見報告、各種研修会
　　　　　　　　　　への出席等
○募集要件　　　　次のいずれにも該当する者
　　　　　　　　　①農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有するとともに、地域農業に
　　　　　　　　　　精通し、農地利用最適化推進委員の業務を適切に行うことができる者
　　　　　　　　　②農業委員会が定める区域において、その区域内で農業を営む者または区域
　　　　　　　　　　外で農業を営む場合にあっても区域内に住所を有する者
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　③湯前町の常勤職員でない者
　　　　　　　　　注）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁固以上の刑に処せ
られ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま
での者は、推薦・応募の対象外となります。
○任　　期　　　　委嘱された日から農業委員の任期満了の日まで（令和１１年７月２０日）
○報　　酬　　　　湯前町特別職の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例に基づく額
○募集方法【推薦】　（３名以上の個人推薦又は団体推薦）
　　　　　　　　　・推薦の区域
　　　　　　　　　・推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢、性別
　　　　　　　　　　推薦をする者が団体等の場合は、名称、住所、目的、代表者名又は管理
　　　　　　　　　　人名、構成人員・資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする
　　　　　　　　　　事項
　　　　　　　　　・推薦を受ける者の氏名・職業・年齢・性別・経歴及び農業経営の状況
　　　　　　　　　・推薦の理由
　　　　　　　　　・推薦をする者が同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員
の両方に推薦しているか否かの別
　　　　　　【応募】
　　　　　　　　　・応募の区域
　　　　　　　　　・応募する者の氏名・住所・職業・年齢・性別・経歴及び農業経営の状況
　　　　　　　　　・応募の理由
　　　　　　　　　・農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
○募集期間　　　　令和８年２月２日（月）から令和７年３月６日（金）午後５時まで
○任命方法　　　　　推薦・応募された者について農業委員会総会による審議を経た後、農業
委員会が委嘱する。（令和８年７月２１日以降となります）

別表１
農業委員会が定める農地利用最適化推進委員の区域（推薦・応募の区域）
	区域名
	募集人員（人）
	区　域　の　詳　細

	第１区
	１
	浜川・下城・古城

	第２区
	１
	浅鹿野・上猪・中猪

	第３区
	１
	野中田１・野中田２・野中田３・田上

	第４区
	１
	上村・下村

	第５区
	１
	馬場・瀬戸口

	第６区
	１
	上里１・上里２・上里３

	第７区
	１
	上染田・下染田・中里１・中里２・下里・植木



